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当日配付資料 



資料１ 提案者番号１が提出した技術提案書 

資料２ 提案者番号２が提出した技術提案書 
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第 5回検討委員会の流れ 

 

9：15～9：30 

（15分） 
進め方の確認 

9：30～10：10 

（40分） 
提案者番号 1のヒアリング 

10：10～10：20 

（10分） 
休憩 

10：20～11：00 

（40分） 
提案者番号 2のヒアリング 

11：00～12：00 

（60分） 

審議 

④耐震性能 

③施設性能 

12：00～13：00 

（60分） 
休憩 

13：00～15:30 

（150分） 

審議 

①実施方針 

②工期短縮 

⑤維持管理・環境・エネルギー性能 

⑥品質管理 

⑦仮設計画、施工計画、施工中の周辺環境対策 

⑧地域経済への貢献 

15：30～15：50 

（20分） 
休憩 

15:50～16:00 

（10分） 

審議 

⑨統括代理人の実績 

⑩設計主任技術者の実績 

⑪監理技術者の実績 

⑫法人の実績・経営状況 

16:00～16:30 

（30分） 
総評の審議 

16:30～16:35 

（5分） 
落札者の決定に際する再度の意見聴取についての審議 

16:35～16:45 

（10分） 
答申（案）の審議 

16:45～16:50 

（5分） 
閉会 
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平成３０年１２月１４日 

○○建設共同企業体 

代表企業 ○○○○○○ 

○○○○ ○○○○○ 様 

 

千葉市本庁舎整備検討委員会 

委員長 柳澤 要 

 

千葉市新庁舎整備工事技術提案書に対する 

ヒアリング実施のお知らせ 
 

１ 開 催 日 平成３０年１２月２６日（水） 

２ 参集場所 千葉中央コミュニティンセンター８階 若潮 

３ 参集時刻 午前９時１０分から９時１５分の間に全員が入室してください。 

  参集場所からヒアリング会場へは担当者が誘導します。 

４ 開始時刻 午前９時３０分 

５ 予定時間 ４０分間 

６ 出 席 者 

（１）統括代理人、設計主任技術者、監理技術者の各予定者は必須 

（２）必須出席者を含めて８人まで 

７ ヒアリングの進め方 

（１）千葉市本庁舎整備検討委員からの質問に回答していただく形を原則とし

ます。 

（２）プレゼンテーションは行えません。 

（３）模型やパース等、新たな資料の提示はできません。 

（４）ヒアリング会場には技術提案書をスクリーンに投影できる用意をしてお

きますが、機材は事務局が操作します。 

（５）ヒアリングは、全員着席した後、統括代理人予定者が「提案者番号１で

す。」と発言することで委員からの質問が始まります。 

８ その他注意事項 

委員は、提案者の会社名を知りません。自己紹介、制服や作業服の着用だけ

でなく、提案者の会社名が特定できる行為をしないようにお願いします。 

 

事務局 千葉市財政局資産経営部 

新庁舎整備課 

電話０４３-２４５－５０４４ 

  

提案者番号１ 
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平成３０年１２月１４日 

○○建設共同企業体 

代表企業 ○○○○○○ 

○○○○ ○○○○○ 様 

 

千葉市本庁舎整備検討委員会 

委員長 柳澤 要 

 

千葉市新庁舎整備工事技術提案書に対する 

ヒアリング実施のお知らせ 
 

１ 開 催 日 平成３０年１２月２６日（水） 

２ 参集場所 千葉中央コミュニティンセンター８階 若潮 

３ 参集時刻 午前１０時００分から１０時０５分の間に全員が入室してくだ

さい。 

  参集場所からヒアリング会場へは担当者が誘導します。 

４ 開始時刻 午前１０時２０分 

５ 予定時間 ４０分間 

６ 出 席 者 

（１）統括代理人、設計主任技術者、監理技術者の各予定者は必須 

（２）必須出席者を含めて８人まで 

７ ヒアリングの進め方 

（１）千葉市本庁舎整備検討委員からの質問に回答していただく形を原則とし

ます。 

（２）プレゼンテーションは行えません。 

（３）模型やパース等、新たな資料の提示はできません。 

（４）ヒアリング会場には技術提案書をスクリーンに投影できる用意をしてお

きますが、機材は事務局が操作します。 

（５）ヒアリングは、全員着席した後、統括代理人予定者が「提案者番号２で

す。」と発言することで委員からの質問が始まります。 

８ その他注意事項 

委員は、提案者の会社名を知りません。自己紹介、制服や作業服の着用だけ

でなく、提案者の会社名が特定できる行為をしないようにお願いします。 

 

事務局 千葉市財政局資産経営部 

新庁舎整備課 

電話０４３-２４５－５０４４ 

提案者番号２ 











千葉市本庁舎整備検討委員会 

技術提案評価総評 

 

千葉市では、現庁舎が抱える防災面、分散化・狭隘化、老朽化の課題を解消し、市

政運営の拠点かつ総合防災拠点となる新庁舎を早期に整備すべく、デザインビルド方

式を採用することとした。事業者の選定にあたっては、民間事業者の高い技術力を活

用し、耐震性能を満たした新庁舎の早期供用開始や現庁舎を使用しながらの施工とい

った本事業特有の課題に対応するため、総合評価方式によることとして、幅広く提案

を求めることとした。 

その結果、入札参加者から提出された技術提案は、いずれも本事業に対する熱意の

感じられる、高い技術力が発揮された質の高いものであった。 

本委員会では市長からの諮問に対して、専門的かつ中立・公平な立場から、技術提

案の評定及び技術評価点を審議した。主な提案内容は以下のとおりである。 

「工期短縮」については、工法の工夫・合理化やＩＣＴの活用による円滑な工程管

理などにより、新庁舎の供用開始時期の前倒しや全体工期の短縮を図る提案がなされ

たほか、国の財政支援措置の期限を踏まえた出来高の増加にかかる提案がなされた。 

「耐震性能」については、独自の工法による高い安全性の確保や上部架構の工夫に

よる免震性能の向上を図る提案がなされた。 

「仮設計画、施工計画、施工中の周辺環境対策」については、騒音・振動・粉塵・

悪臭の防止にかかる様々な工夫のほか、施工状況に応じた来庁者・歩行者の動線及び

安全の確保や駐車場台数を増加させるなどの計画が提案された。 

このほか「施設性能」では、構造架構の工夫により将来の変化への柔軟性や可変性

を確保する提案が、また「維持管理・環境・エネルギー性能」では、ランニングコス

トの縮減を図る様々な手法など効率的な維持管理に資する提案がなされるとともに、

市内企業との共同事業体結成や市内企業への発注など、「地域経済への貢献」にかか

る取組が提案された。 

いずれの技術提案も、市が新庁舎に求める性能・品質を備えたものであり、本委員

会では様々な観点から合議によりこれを評価し、本委員会の加算点とした。 

今後は、本委員会の評価を踏まえ市が決定した技術評価点と入札参加者が示した入

札価格により落札者が決定される。本事業を進めるにあたり、落札者にあっては本技

術提案で掲げた各項目を確実に履行されること、また、千葉市にあってはその履行状

況を適切に管理監督することにより、竣工までの各工程が円滑に進捗し、市の目的が

確実に達せられるよう期待するものである。 

 

 平成３０年１２月 

 千葉市本庁舎整備検討委員会 

 委員長 柳澤 要 

資料７ （案） 





再度の意見聴取について 

 

【参考】地方自治法施行令 

 

第一六七条の一〇の二 ～中略～ 

 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、

当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を

聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要

があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、

あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

 

 

第２回千葉市本庁舎整備検討委員会 議事要旨抜粋 

市としての決定が本委員会の審議結果と相違ない場合は、第５項に基づく再

度の意見聴取は不要とする。 

 

以上 

資料９ 


